
 
 

 民主党 年金信頼回復３法案 概要 
 

 

社会保険庁の改革の目的は、年金制度に対する国民の信頼を回復することにある。 

民主党は、社会保険庁を解体する歳入庁設置法案とともに、社会保険庁の不祥事・不適

切処理を是正するための２法案を提出し、年金制度に対する国民の信頼を取り戻す。 

 

Ⅰ 歳入庁設置法案 

１．組織等 

 ○社会保険庁を廃止し業務を国税庁に統合して「歳入庁」を内閣府の外局に設置。 

○歳入庁の長は歳入庁長官とする。長官は国会への説明責任を負う。 

○設立は平成２２年４月までの政令で定める日（同時に社会保険庁・国税庁を廃止） 

 

２．業務の引継ぎ 

○国税庁・社保庁から歳入庁へ引き継ぐため、政府は「基本計画」を定める。 

・国税庁と社保庁の業務の重複を調整・合理化を進める 

・収納・支給・相談などの業務を大幅に民間委託する 

・歳入庁へ異動する職員の数や選定基準を厳格に定める 

 ○歳入庁に異動する職員は、辞令が発せられた者に限る。 

○納付記録の消失や支給漏れを防ぐため、年金記録の管理を強化する。 

 

 

Ⅱ 年金保険料流用禁止法案 

○国民年金法、厚生年金保険法の「必要な施設をすることができる」旨の規定を削除

し、福祉施設建設のみならず、年金事務費も含め一切の年金支給以外への流用を禁

止する。 

 

 

Ⅲ 「消えた年金記録」被害者補償法案（時限立法） 

○社会保険庁を解体する前に、年金記録の全数調査を行い、被害者への補償を行う。 

○厚生労働大臣は、適正な年金支給を確保するために以下に関する全数調査を行う。 

・ 社会保険庁による年金記録の管理の実態について 

・ すべての納付記録の確認と納付記録の消失について 

・ 基礎年金番号に統合されず支給に結びついていない記録について 

・ 支給漏れの実態について 

○ 上記の調査結果を踏まえ、記録や支給の適正化を図る。 

○ 調査を適正に行うため厚生労働省に「年金個人情報関係調査監視委員会」を置く。 

○ 平成１９年７月１日から施行し、歳入庁設置の日に失効する。 
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